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5. 電子成果品の登録について 

（1） 電子成果品の登録の流れ 

●本機能は令和 8 年３月以前に利用開始、または、電子納品バージョンが「愛知県電子納品ガイドライ

ン令和７年９月版」の業務委託案件ではご利用いただけません。 

あいち建設情報共有システムへの電子成果品の登録作業は、以下のフローを参考に進めてください。 

基本的には、「一括アップロード」による登録をお勧めしています。 

 

登録しない 

市販の電子納品支援ソフト等で 

電子成果品データを作成しますか？ 

作成する 作成しない 

「(3) 一括アップロード」の 

手順を参考に登録してください。 

図面、写真等を 

個別に追加・ 

登録しますか？ 

「(4)報告書（REPORT）の登録」から 

「(14)その他の地質・土質調査成果編

(OTHRS)の登録」の手順を 

参考に書類や資料の種類ごとに 

個別に登録してください。 

登録する 

登録完了 

「(2) 業務情報」の手順を参考に 

常務情報を設定してください。 


